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総務常任委員会  
 

令和６年１１月２２日午前９時から第一会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

◎齋藤 文夫      ○奥村 容子      溝部真紀子 

 嶋田 善行       宮﨑 和彦      木澤 正男 

中 川 議 長 

 

２．理事者出席者 

    町     長  中西 和夫    副 町 長  加藤 惠三  

教  育  長  山本 雅章    総 務 部 長  西巻 昭男  

    総 務 課 長  松岡 洋右    安全安心課長  曽谷 博一    

同 課 長 補 佐         角井 幸司    政策財政課長  中尾 歩美    

同 課 長 補 佐         関元 佑治    税 務 課 長  真弓  啓       

同 課 長 補 佐         田本奈津子    会 計 管 理 者  安藤 晴康    

教  育  次  長  本庄 徳光    教委総務課長         仲村 佳真    

同 課 長 補 佐  松本 暢之    生涯学習課参事  平田 政彦    

同 課 長 補 佐  今田 善友        

    

３．会議の書記 

    議会事務局長         福田 善行    同  係  長  吉川 也子 

 

４．審査事項 

    別紙のとおり  
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開会（午前９時） 

署名委員  溝部委員、嶋田委員 

 

おはようございます。 

全委員出席されておりますので、ただいまから、総務常任委員会を開会し、本日

の会議を開きます。 

初めに、町長の挨拶をお受けします。 

中西町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名します。 

会議録署名委員に、溝部委員、嶋田委員のお二人を指名します。お二人にはよろ

しくお願いします。 

本日予定しております審査案件は、お手元に配付しておりますとおりです。 

初めに、１．継続審査を議題とします。 

（１） 斑鳩町における発掘調査等の文化財の調査、保存及び活用に関すること

について、理事者の報告を求めます。 平田生涯学習課参事。 

 

それでは、１．継続審査（１）斑鳩町における発掘調査等の文化財の調査、保存

及び活用に関することについて、ご報告させていただきます。  

はじめに、藤ノ木古墳発掘調査４０周年プレイベント「大和の大型横穴式石室の

被葬者像にせまる」の関連行事についてであります。 

まずは、斑鳩町文化財活用センターにて、１０月２６日から１２月１５日までを

期間として、藤ノ木古墳の第１次調査で見つかった出土品や複製品のほか、県内に

所在する同時期の大型横穴式石室を有する古墳からの出土品を展示しております秋

季特別展「大和の大型横穴式石室の被葬者像にせまる」と題した展示会を開催して

おります。 

次に、歴史・観光・文化にスポットをあて、斑鳩町の魅力を楽しみながら学ぶイ

ベントとして、１１月１６日と１７日に開催しました斑鳩遊学プロジェクトによる

「大和の大型横穴式石室の被葬者像にせまる」と題した歴史シンポジウムについて
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であります。 

１１月１６日は、午前中にいかるがホール小ホールにて、ドキュメンタリー映画

「掘る女 縄文人の落とし物」の上映に引き続き、午後からは大ホールにて、三重

大学の小澤毅特任教授ら合計５人の講師による、５基の古墳についての基調報告の

のち、同メンバーによるこれら５基の古墳の被葬者像をテーマとしたシンポジウム

を開催し、４５０名の方にご参加いただきました。 

そして、翌１７日には、当町文化財専門職員の案内によるシンポジウムで取り上

げた５基の古墳を巡るバスツアーを開催し、定員２０名の方に参加いただきました。

また２４日には、当町文化財専門職員の案内による町内の古墳巡りを開催する予定

であります。 

次に、１１月９日と１０日に開催いたしました秋季の史跡藤ノ木古墳石室特別公

開につきましては、２日で、合計４２２名の方にご来場いただき、ご見学いただい

たところでございます。 

次に、斑鳩町文化財保護審議会についてであります。 

１１月２０日、令和６年度斑鳩町文化財保護審議会を開催し、令和５年度及び今

年度の文化財関係事業や、今後の町指定文化財について、委員のみなさまに説明や

報告を行い、それらに対するご指導・ご助言を賜ったところでございます。 

次に、斑鳩町文化財活用センター運営委員会についてであります。 

１２月１０日、令和６年度 第２回斑鳩町文化財活用センター運営委員会を開催

し、今年度の事業進捗状況や来年度の展示会などの事業計画について委員のみなさ

まに説明や報告を行い、これらに対するご指導・ご助言を賜り、その後、現在開催

しております秋季特別展の視察を行っていただく予定であります。 

次に、史跡中宮寺跡の活用についてであります。 

史跡中宮寺跡の県道沿いのエリアにおいて、ボランティアと協働して育成を図っ

てまいりましたコスモスにつきましては、開花し始めた１０月７日から１２月１日

までを期間として、史跡中宮寺跡の多目的広場の一画を、臨時駐車場として開放し

て多くの方にご来訪いただき、一面に咲き誇ったコスモスを楽しんでいただいてお

ります。また、１１月２３日には、町商工会青年部主催の「第６回斑鳩マルシェ」

が開催する予定となっております。 

以上、斑鳩町における発掘調査等の文化財の調査、保存及び活用に関することに

ついてのご報告であります。どうぞよろしくお願い申しあげます。 



 - 4 - 

 

委員長 

 

 

木澤委員 

 

 

 

委員長 

 

生涯学習

課参事 

 

 

 

 

 

木澤委員 

 

 

 

 

生涯学習

課参事 

 

 

 

 

 

木澤委員 

 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

木澤委員。 

 

バスツアーですね、今回初めてこういう形でやっていただいたと思うんですけど、

参加費も取ってということで、何人ぐらい申し込まれての２０名だったんでしょう

かね。 

 

平田生涯学習課参事。 

 

このバスツアーにつきましては、斑鳩町の観光協会さんのほうでご担当いただい

て、奈良交通さんとの共同の事業として開催されました。中型バスしか入らない古

墳がございましたので、中型バスの定員としましては、定員２０名しかいっぱいだ

ということで、２０名の募集を行って、参加の開始しました当日の午前中で全部埋

まりまして、好評だということで、何人申し込まれたかということになりますけど

も、かなりの方が参加をご希望されていたということを聞いております。 

 

今の言い方やと、もう先着順で決まっちゃったということかなと思うんですけど、

そんだけ申し込みが多いんだったら、今後抽選にするとかいう形では考えていけな

いのか。だいたい参加された方、どんな方なのかなとちょっと気になったんですけ

ど。 

 

一応いろんな申し込み方を検討した中でございますけれども、バスツアーの性格

上先着順というのが多うございましたので、その方法を取らせていただきまして、

やっております。参加者の傾向を見ましたら、奈良県のほうはそのうちの半分近く

ありますけども、東京の方にもこの夏プロモーションをしましたおかげで、千葉県

とか埼玉県、神奈川県等からもですね、参加して、当日、奈良まほろば館に講演を

聞きに来ていただいた方もご参加いただいたということを把握しております。 

 

私、先ほど抽選という言い方しましたけど、やはりどんだけの方が申し込みをさ

れたのか把握して、そういう方にも、何らかの形で参加していただけたら、関心を
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持っていただけたりするような、取組みにしていくほうが大事かなというふうに思

うんです。バスの台数増やせるんやったら参加者、来年度以降になるんですかね、

次回開催するときは、できる範囲でしていただけるようにするほうがいいかなとい

うふうに思うのと、やはりせっかく申し込んでくれはる方は、把握できるような体

制を取ってほしいなと思いますので、お願いをしておきます。 

もう１点すみません、前回も報告いただいたかなと思うんですけど、中宮寺跡の

北側の駐車場の整備について現状と、その見通しとちょっと教えてもらえますか。 

 

史跡中宮寺跡の北側の件についてでございます。現在ですね、以前からご報告し

ておりますように、北側で発見されました東西にずっと並ぶ柱列が中宮寺跡に関連

する遺構として、その後の調査、関連を探っていきまして、ある程度その内容を把

握した時点で文化庁と協議ということで、今年度本格化させていただきまして、現

在のところでございますけども、北側の一部に関しましては、史跡中宮寺跡の追加

指定になる予定でございます。その史跡指定の範囲が確定しましたら、その後北側

において、以前から申しておりますような公園を含めた駐車場みたいな形での整備

を現在検討しているところでございます。 

 

 そしたらその範囲が確定しないと、駐車場もどれぐらいの面積でどういう形で整

備するとかいうのは、設計から含めてまだ見通しは立たないという状況なんでしょ

うかね。 

 

 それが終わってからということでは、やはりスピード感がございませんので、現

在内部で調整しながら、そういったものを並行して、このラインで追加指定となる

ということを文化庁のほうで把握した時点で、その後北側について、このぐらいの

面積でこういうような感じでいこうということで、現在内部で計画しているところ

でございます。 

 

他の委員さんからも以前から、いつできるんですかという質問があったと思うん

ですけど、やはり町民の皆さん楽しみというか、待っておられる状況なんで、でき

るだけ具体的にいついつですよという目途が報告できるようであれば、お願いした

いと思います。 
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 ほかにございませんか。 

 

（ な  し ）  

 

これをもって、質疑を終結します。 

継続審査については、報告を受け、一定の審査を行ったということで終わります。 

次に、２．各課報告事項を議題とします。 

（１）行政組織の見直しについてです。この報告は令和６年第４回定例会提出予

定案件に関連する報告事項のため、本日の委員会では質疑の時間は設けませんので、

本会議上程後に質問してください。 

それでは（１）行政組織の見直しについて、理事者の報告を求めます。  

西巻総務部長。 

 

それでは、各課報告事項のひとつ目「行政組織の見直しについて」です。 

令和７年度の行政組織の見直しのうち、本委員会の所管に係る内容について、ご

説明いたします。 

資料番号１「斑鳩町行政組織の見直しについて」という標題の資料をご覧くださ

い。このたびの見直しは、優先的に取り組むべき施策や、新たな行政課題に対応し

た組織の設置など、機能的な組織の構築を図り、効率的かつ効果的な行財政運営を

推進するため、歴史・文化遺産を生かした施策を総合的かつ一体的に取り組む体制

の整備、行政ニーズに柔軟かつ的確に対応する体制の整備、より効率的かつ効果的

な窓口サービスの提供、水道事業の廃止に伴う体制の整備の４つの基本的な考え方

のもと、行政組織を見直しを行うものでございます。 

本委員会の所管に係る主な見直しです。１の「主な見直しの内容」をご覧くださ

い。 

（１）の総務部の再編です。ひとつ目は、総務課の庶務人事給与係を分割します。 

業務が広範にわたる、総務課の庶務人事給与係を「総務法制係」と「人事給与係」

に分割します。 

二つ目は、安全安心課の係の名称及び分掌事務を見直します。交通安全に関する

事務の相談・手続き等を一元化するため、安全安心課の交通防犯係の係名を「地域
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安全係」に改め、同係が分掌する交通安全対策に関する事務を都市建設部建設農林

課に移管します。 

三つ目は、税務課の課税係を分割します。より迅速かつ効果的に対応できるよう、

税務課の課税係を「固定資産税係」と「町民税係」に分割します。 

裏面にお移りいただきまして、次に、（３）の教育委員会事務局の再編です。 

ひとつ目は、教育委員会の分掌事務を見直します。生涯学習、文化に関する施策

を総合的かつ一体的に推進するため、都市建設部が分掌する文化振興に関する事務

を教育委員会に移管します。また、教育委員会が分掌する文化財の保護に関する事

務を都市建設部に移管します。 

二つ目は、生涯学習課の係及び分掌事務を見直します。生涯学習課の生涯学習係

を「生涯学習係」と「図書館係」に分割、文化財係を廃止します。 

同課が分掌する文化財の保護に関する事務を、新たに設置する、都市建設部地域

振興課に移管し、文化振興や文化振興センターなどに関する事務を都市建設部都市

創生課から移管します。 

次に、実施予定日ですが、令和７年４月１日を予定しています。 

この見直しに関する議案は、文化振興及び文化財の保護に関する事務の移管など

の行政組織の見直しに関連する議案を令和６年１２月議会に、水道事業の廃止に伴

う議案は令和７年３月議会に提出を予定しております。 

なお、次のページに、見直し後の組織数と、部（局）の内部組織の見直しをまと

めておりますので、後ほど、ご覧いただければと思います。 

以上、各課報告事項の（１）行政組織の見直しについての説明といたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

次に、（２）町立小学校及び中学校の女子トイレ内への生理用品の配置について、

理事者の報告を求めます。  仲村教委総務課長。 

 

おはようございます。 

それでは、２．各課報告事項の（２）町立小学校及び中学校の女子トイレ内への

生理用品の配置についてご説明をさせていただきます。 

資料２をご覧いただけますでしょうか。これまで、学校の女子トイレへの生理用

品の配置につきましては、町議会におきましても、一般質問等をいただき、町とい



 - 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たしましては、「生理の貧困への対策として取り組む、学校における生理用品の配

布については、単に生理用品の不足を補うことだけを目的とするのではなく、児童

生徒の背景にある家庭環境の状況を把握できる機会のひとつとして捉え、次の支援

につなげることに主眼を置くこととし、教職員から児童生徒に、直接、生理用品を、

手渡す対応とする」という方針としているところでございます。 

こうしたなか、小中学校における生理用品に関する状況を調査するため、本年７

月に、小学校は、４年生から６年生まで、そして中学校は全学年の女子児童生徒を

対象といたしまして、生理用品に関するアンケート調査を実施いたしました。 

このアンケート結果につきましては、本資料の２枚目に添付しておりますので、

こちらのアンケート回答結果に関する資料をご覧いただけますでしょうか。 

こちらのアンケート回答結果のうち、中段下側にございます、質問５の「保健室

で、生理用品を受け取らない又は受け取ったことがない理由について」の問いに対

する回答といたしまして、「保健室に行くのが嫌だ・恥ずかしいから」「友達や周

りの人に知られたくないから」「保健室でもらいたくないから」「先生や保健室の

先生に相談しにくいから」という回答数はこれらを合わせると、本問における全回

答数の約１割となっています。 

次に、裏面をご覧いただけますでしょうか。こちらの一番上にございます、質問

６の「学校で生理用品が手元になくて困った経験がありますか」という問いに対し、

「ある」と回答した児童生徒は、全体の約２割となっております。 

さらに、次の質問７となりますが、「学校で生理用品がなくて困ったときに、ど

のように対応しましたか」という問いに対し、「学校（部活動）を遅刻・早退・欠

席した」「生理用品を交換せずに我慢した」「トイレットペーパーやティッシュペ

ーパーで代用した」という回答数は、合計で、本問における全回答数の３割強にの

ぼっております。 

このアンケート結果から、一定数の児童生徒におきましては、学校内において生

理用品が手元になかったことにより、学校生活に支障が生じていることが伺える状

況となっております。 

それでは、資料の１枚目にお戻りいただけますでしょうか。 

このアンケート結果を受けまして、新たな対応といたしまして、「生理用品を持

ってくることを忘れた」「生理が急に始まった」ときなど急遽、生理用品が必要に

なった場合における環境整備として、児童生徒が心身の健康を維持し、安心して学
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校生活を送ることができるよう、学校の女子トイレ内に生理用品を配置する取組み

を新たに実施してまいりたいと考えております。 

次に、「１ 配置場所」についてでありますが、町立小学校及び町立中学校の女

子トイレとしております。なお、全ての女子トイレへの配置ではなく、小学校では、

高学年が利用する女子トイレへの配置など各学校において、効果的な場所に配置し

ていく方針としております。 

次に、「２ 運用開始予定」についてでありますが、生理用品及び生理用品を入

れる用具の手配、児童・生徒、保護者への周知を行う必要がありますことから、本

年度３学期中内での運用開始を目途として進めてまいりたいと考えております。 

次に、「３ その他」についてでありますが、現在、実施しております保健室等

において、教職員から児童生徒に直接、生理用品を手渡す対応は、児童生徒の背景

にある家庭環境の状況を把握できる機会のひとつとして捉え、次の支援につなげる

ために、継続してまいりたいと考えております。 

以上、「２ 各課報告事項」の「（２）町立小学校及び中学校の女子トイレ内へ

の生理用品の配置について」のご説明とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いを申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

木澤委員。 

 

まず、教育委員会のほうとして、きちっとアンケートに取り組んでいただいたこ

とについて、お礼を申しあげたいと思います。 

結果の方、私、見せていただいたんですけど、もともと全国的な例として、トイ

レットペーパー等で代用されているとか、やはり衛生的でない状況もあったけど、

聞いてはいましたけど、実際にこれだけの割合いらっしゃるというのが驚きだった

ところです。この間いろんな議論はさせていただきましたけども、教育委員会とし

て大きく前進されるということで、今回の対応については評価をさせていただきた

いというふうに思います。 

ただ、１点気になるんですけども、設置にかかる費用なんですけど、これ学校の

ほうに費用を求めてしまうと、なかなか学校で費用負担の面から設置しにくいとい

う状況が端的にあるというふうにお聞きしていますんで、こちらについては、かか
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委員長 

 

溝部委員 

 

 

 

委員長 

 

教委総務

課長 

 

 

 

溝部委員 

 

 

 

教委総務

課長 

 

 

る費用はきちっと町の方から予算の流用なりで対応いただけるのかどうか、その点

だけ確認させていただきたいと思います。 

 

仲村教委総務課長。 

 

今年度につきましては、イニシャルコストとして、まず生理用品を入れる容器、

これはケースなんですけども、このケース代と、また３か月程度の生理用品の最初

の補充分ということがかかりますので、これにつきましては事務局のほうの費用に

もちまして、流用の方で対応してまいりたいと考えております。 

 

溝部委員。 

 

先ほど配置場所が女子トイレの高学年ということで、高学年というのは５，６年

生のことなのか、それとも各トイレ、個室の１個１個に配置するのか、どんな状況

なのかちょっと教えていただきたいんですけれども。 

 

仲村教委総務課長。 

 

基本的には小学校４年生以上の学級が入っているフロアということで、また個室、

あと洗面台、こういったものにつきましては、それぞれのトイレの状況というもの

は少しずつ学校によって異なってまいりますことから、効果的な場所に、学校のほ

うで判断をしておいていくということで考えております。 

 

ありがとうございます。アンケートの中身でお伺いしたいんですけども、質問５

のその他７２件というので、どういった理由というのはあったのかというのを、ひ

とつ例としてお聞きしたいんですけども。 

 

こちらにつきましては、保健室のほうで生理用品を受け取らない・受け取ったこ

とがない理由についてということで、その他につきましては、生理がまだ始まって

いないという回答のほうが多かったということでございます。 
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質問８のあると答えた方の改善してほしい点というのも、何か具体例があれば教

えてほしいですけども。 

 

こちらにつきましては、やはりトイレの中等において生理用品を配置してほしい

という意見が一定数ありました。 

 

ありがとうございます。たぶん女子生徒からすると、そうやって配置することで、

自分のこと考えてくれているなとか、斑鳩町としては自分の身体のことを思ってく

れているなというふうには、たぶん考えてくれるんじゃないかなと思いますので、

ありがたいなと思っています。 

 

その他、ございませんでしょうか。 

 

（ な  し ） 

 

次に、（３）図書館システム構築業務におけるコンピュータウィルス感染発生事

案について、理事者の報告を求めます。 本庄教育次長。 

 

改めておはようございます。 

図書館システム構築業務におけるコンピュータウィルス感染発生事案につきまし

て、ご報告を申しあげます。 

本件については、議員皆さまには、１０月２日の第１報、１０月１０日の第２報、

また、１０月２５日の最終報といたしまして、お知らせをさせていただいておりま

したが、京セラコミュニケーションシステム株式会社に委託をしております「斑鳩

町立図書館システム構築業務」におきまして、本年１０月１日からの運用開始に向

け、システムの構築作業を進めてまいりました中、運用開始前日の９月３０日にシ

ステムが利用できなくなり、委託事業者が管理をいたしますシステムサーバ内のデ

ータ等が暗号化され、ランサムウェアに感染したことが確認されましたことから、

１０月１日に予定していた新図書館システムの運用を停止、いわゆる延期をさせて

いただいたものでございます。 

この間、原因の究明と被害範囲の特定を進めますとともに、再発防止と復旧作業
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委員長 

 

 

木澤委員 

 

 

に努めてまいりましたが、町民の皆さまをはじめ、図書館をご利用いただいている

皆さま、また、議員皆さまに、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、

まずはじめに、深くお詫び申しあげます。誠に申し訳ございませんでした。 

それでは、その後の調査等で判明した内容について、ご報告をさせていだきます。 

はじめに、「情報流出について」でございます。専門業者によります調査の結果、

不正侵入があった当該サーバ内に、暗号化をされたデータを復元するための手段等

が記載された脅迫文書のテキストファイル、また不審なプログラムの存在を確認い

たしましたが、個人情報を含むデータが外部に流出した痕跡につきましては確認さ

れませんでした。 

次に、「原因と今後の対策について」でございます。 

今回の事案発生原因については、本システムの導入作業におきまして、システム

環境構築中のサーバへのアクセス設定に不備がございました。ついてはログインＩ

Ｄ及びパスワードが解析をされまして、外部からの不正アクセスが発生したことに

よるものということで、特定されたところでございます。その対策といたしまして、

専門家の設計・監修のもと、サーバ設定及びシステム内のすべてのパスワード設定

について、解析されにくいよう見直しを行いますとともに、システムを改めて再設

計・再構築をいたしまして、その新たなシステム環境においては、より強化したセ

キュリティ対策を講じることとしたところでございます。 

これらセキュリティ対策を強化をいたしました、新たな図書館システムによるサ

ービスの提供については、１１月１日（金）から開始しております。現在、システ

ムは問題なく順調に稼働しておりますが、同様の事案が発生しないよう再発防止に

努め、安全・安心にご利用いただけるシステムの運用、またサービスの提供を行っ

てまいりたいと考えております。 

なにとぞ、ご理解賜りますようよろしくお願いを申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

木澤委員。 

 

もともと対策をして繋いだけど、それを瞬時に解析されてしまったということな

んですよね。 
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木澤委員 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

木澤委員 

 

 

本庄教育次長。 

 

今回新たな図書館システムを構築する作業におきまして、もともとクラウド環境

でしておりますので、インターネット経由でシステムを構築をするという作業を行

っておったところでございます。その時にインターネット経由で外部から攻撃を受

けて、暗証番号あるいはＩＤ等につきまして解析をされた、いわゆる複数回、多数

にわたります大量の認証施行ということで、いわゆるＩＤ、パスワードを解析する

ような痕跡も残っておりましたので、インターネット経由で解析するような、いわ

ゆる無作為にパスワードを入れて解析するようなことも痕跡として残っておりまし

たので、インターネット経由で攻撃を受けて、その中でパスワード等が解析をされ

て、今回暗号化をされてしまったというような経緯でございます。 

ついては今回のパスワードの関係、解析されたパスワードでありましたりとか、

インターネット経由で攻撃をされたというようなところの確認もさせていただきな

がら、セキュリティソフトの関係でございましたりとか、あるいはパスワードの桁

数を増やしたりとか、そういったところで対策を講じたものを１１月の１日から新

たに稼働をさせていただいて、その後は順調に、今な問題なく稼働しているという

よう状況でございます。 

 

そうすると、もともとセキュリティソフトが入ってない状態でつないで、感染し

たということ。 

 

一定のセキュリティソフトについては、当然装備をしたうえで構築作業をしてお

ったんですけども、その中で今申しあげましたパスワードの関係が８桁であって、

解析をされやすいようなパスワードになっておったりとかいうようなところがあっ

たということで報告は受けておりますので、そのあたりを今後、解析をされないよ

うな形で対策を講じて、１１月の１日から再稼働させていただいたところでござい

ます。 

 

先ほど京セラさんのほうで、言ってはりましたけども、僕システム組んでいただ

くのに当然セキュリティについても含まれているもんやと思っているんですけど、

結局、いたちごっこでいずれは解析されたりするとは思うんですけど、その際にセ
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教育次長 

 

 

 

 

 

 

キュリティソフトだったり、システムを更新する際の費用っていうのは町が負担す

ることになるんですかね。 

 

そちらの方の費用に関しましては、システムのバージョンアップ等も含めまして、

もともとの発注をかける際の仕様書の中に事業者持ちというところにさせてもらっ

てます。今回もこの一件を受けました対応に係る費用に関しましては、委託業者の

京セラコミュニケーションシステムのほうで負担するという形で、システムの構築

を進めさせていただいたというところでございます。 

 

個人情報流出しなかったのが本当に良かったなと思いますけども、町のシステム

として他にもラン経由でいろいろやり取りするものもあると思いますんで、その辺

についても今回の事例を教訓にしてきちっと強化していただきますようにお願いし

ます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

次に、（４）中央体育館の利用枠の見直し等についてです。この報告は令和６年

第４回定例会提出予定案件に関連する報告事項のため、本日の委員会では質疑の時

間は設けませんので、本会議上程後に質問してください。 

それでは（４）中央体育館の利用枠の見直し等について、理事者の報告を求めま

す。 本庄教育次長。 

 

中央体育館の利用枠の見直し等につきまして、ご報告を申しあげます。本日、お

配りしている資料３をお願いをいたします。 

すこやか斑鳩・スポーツセンター（中央体育館）につきましては、平成元年度の

開館時から、午前（９時～１２時）、午後（１２時～１７時）、夜間（１７時～２

１時）の三つの時間区分により運営してまいりました。 

そうした中、年間を通じて、登録スポーツクラブや総合型スポーツクラブに優先

的にご利用いただいており、令和５年度のアリーナの稼働率は年間８３．０％とな
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るなど、新たな施設予約が困難な状況となっております。また、令和６年度におい

て、スポーツ施設及び避難所としての環境を向上させるため、輻射式冷暖房システ

ム等による空調設備の整備を進めておりまして、先の町議会６月定例会の一般質問

において、中央体育館の有効活用、また、利用促進に関するご意見・ご要望もいた

だいたところでございます。 

今回の見直しは、すこやか斑鳩・スポーツセンター（中央体育館）は、斑鳩町の

体育施設の中心であり、より一層の利用促進に向け、施設運営に係る利用枠等の見

直しを行うものでございます。 

それでは、見直しの内容について、資料によりご説明をいたします。 

はじめに、「１．利用枠の見直しについて」です。すこやか斑鳩・スポーツセン

ター（中央体育館）の利用促進を図るため、より多くの方が利用できるよう、現行

の１日３枠から、ひと枠当り２時間の１日６枠に利用枠を増やすよう見直しをして

まいります。 

今回の見直しにあたりましては、現在、ご利用いただいているスポーツクラブ等

にもお話をお伺いをいたしまして、利用状況やご意見等を踏まえ、今回の利用枠の

形を採用することとしたところでございます。また、施設使用料については、現行

の料金を引き継ぐこととし、１時間当りの使用料が変わらないよう設定をいたしま

す。 

次に、「２．空調設備の使用について」でございます。現在、整備を進めており

ます中央体育館の空調設備の使用にあたりましては、空調設備の使用に係る電気代

相当額の受益者負担をお願いすることといたしますが、①として、町民のスポーツ

振興及び利用しやすい環境整備として、町民の方の利用に係る空調設備使用料は、

電気代相当額の２分の１にしてまいりたいと考えております。 

また、②として、熱中症予防の観点から、６月～９月の夏場の期間については、

常時、空調設備を稼働させることとし、この場合の当該期間における使用料は、空

調設備使用料を加算した額としてまいります。 

次に、「３．町外居住者等の利用に係る料金設定の導入について」でございます。 

本町の住民が体育施設を利用しやすい環境を整備するため、町外居住者等の利用

に係る料金設定を導入をしてまいります。県内の他市町村の状況等も確認をしなが

ら、町外居住者等の利用にあたっては、施設使用料を２倍相当額としてまいります。 

次に、「４．町立学校体育施設開放における体育館のエアコン使用料の見直しに
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ついて」でございます。今回のすこやか斑鳩・スポーツセンター（中央体育館）の

空調設備使用料の設定等も踏まえ、熱中症予防及び施設の利用促進の観点から、町

立学校体育施設開放における体育館のエアコン使用料を、現行の１時間につき２千

円から２分の１相当額の１時間につき１千円に見直しをいたします。 

最後に、本見直しは、令和７年度から適用することとし、１２月の町議会定例会

におきまして、関係する条例に関する議案を提出させていただく予定としておりま

すので、よろしくお願い申しあげます。 

以上、中央体育館の利用枠の見直し等についての報告とさせていただきます。 

よろしくお願い申しあげます。 

 

他に、理事者側から報告しておくことはございませんか。 松岡総務課長。 

 

総務課から1点報告をさせていただきます。職員採用試験についてでございます。

本年６月開催の本常任委員会におきまして、令和７年４月１日採用の職員採用試験

の実施についてご報告をいたしましたが、このことにつきまして、本年７月からエ

ントリーを受付、その後８月に書類選考、適性試験、９月から１０月にかけまして

口述試験を実施いたしました。この結果一般事務職６人、保健師１人、保育士・幼

稚園教諭１人、文化財専門技師１人の合計９人の採用を予定してございます。以上

職員採用試験についてのご報告とさせていただきます。 

 

曽谷安全安心課長。 

 

おはようございます。安全安心課から１点ご報告をさせていただきます。 

法隆寺における総合防災訓練の実施についてでございます。 

本年度は１２月１２日木曜日、午後１時３０分から法隆寺境内、聖徳会館におい

て実施を予定しております。奈良県防災士会のご指導による地震から身を守る行動

訓練をするシェイクアウト訓練、危険箇所などを再認識し、防災意識の向上をはか

るため、法隆寺周辺を防災の視点で注意して歩く防災まちあるきを、奈良県防災士

会のご指導により行っていただくこととしております。訓練参加団体につきまして

は、町内の自主防災組織等を予定して実施することとしております。 

以上、法隆寺における総合防災訓練のご報告とさせていただきます。 
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安全安心課から以上でございます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

 

（ な  し ）  

 

ないようですので、これをもって、各課報告事項については終わります。 

続きまして、３．その他について、各委員から質問や質疑、ご意見があれば、お

受けします。 木澤委員。 

 

レイモンド斑鳩こども園さんの件なんですけども、今、もともと西幼稚園が解体

されて、空き地になっていると思うんですけども、この間レイモンドこども園の送

迎のために、もともと学童とか幼稚園のところの駐車場を今利用していただいてい

ると思うんですけども、それに伴って西小学校の先生がもともとそこに停めていた

と思うんですけども、それらが現状今、どういうふうになっているのか、ちょっと

まず教えていただけますか。 

 

仲村教委総務課長。 

 

レイモンド斑鳩こども園の関係で、西幼稚園の園舎のほうが、解体が完了した後

につきましては、レイモンドの送迎用の駐車場はその跡地の方に駐車場として利用

するという形になってますが、それまでの間につきましては、西小学校の職員が駐

車しております駐車場を送迎用の駐車場として利用するという形になっております。

その間、西小学校の職員につきましては、学校内の敷地において駐車しているとい

う状況でございます。 

 

西幼稚園の建物の解体については、９月頃に終わっているかと思うんですけど、

その後、更地になっているところですね、レイモンド斑鳩こども園の保護者の方が

送迎でそちらを使ってらっしゃる状況ではないと思うんです。今まだフェンスで囲

われている状態やと思うんです。西小学校の保護者の方から、ずっと解体後もあの

状態になっているんで、ずっとこのままの状態なのかどうかと心配の声があるんで
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教委総務

課長 

 

 

 

 

 

 

 

木澤委員 

 

教委総務

課長 

 

木澤委員 

 

 

教委総務

すけど、その辺の話というのはレイモンドさんとどういうふうにされているんでし

ょうか。 

 

檸檬会に対しましては、こちらの解体工事完了後、速やかに駐車場整備のほうを

行っていただくよう、こちらの方からも要請をさせていただいているところでござ

いまして、現在檸檬会のほうで設計業者、また工事施工者との調整が概ねできたと

いうことで、１２月から工事を着工して、２か月で工事を竣工して、２月から保護

者用の送迎用駐車場として利用を開始していくという予定で、今後進めていきたい

という連絡、報告を受けているという今状況でございます。 

 

それって、もともとレイモンドこども園が建物を建てる時から、そういう話はつ

いていたんでしょうかね。 

 

こちらのほうの、当初につきましては、駐車場の台数をどれだけ利用するかとい

うことが確定しておりませんでしたので、町のほうで駐車場整備のほうは行ってい

くというような話もあったんですけども、送迎用の駐車場の台数と職員用の駐車場

の台数を鑑みれば、すべて跡地のほうの駐車場を利用したいというような、レイモ

ンドさんのほうから申し出があったことを受けまして、それであれば、事業用定期

借地権の範囲の中に含めるということで、そのうえで、レイモンドのほうで駐車場

のほうも整備をしていくということで協議書を交わしまして、それに基づいてレイ

モンドのほうで施工という状況になってございます。 

 

その話をされたのはいつになるんですか。 

 

こちらにつきましては、昨年ちょうど１０月から１２月ぐらいに協議を行ってい

るところでございます。 

 

その時点では整備をいつ頃からしはるという、時期については確認はされてなか

ったんですか。 

 

町といたしましては、解体工事のほうの完了が９月末になっておりましたので、
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委員長 
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１０月から速やかというようなお話はさせていただいたんですけども、レイモンド

のほうが設計業者、工事施工者との調整に時間を要するというようなことでこちら

の方も工事が終わったので速やかに施工をしていただくように要請をした結果、今

に至っているという状況でございます。 

 

わかりました。そしたらレイモンドさんとはきちっと話ができていて、解体後か

らちょっと時間は経っていますけども、先ほど整備の時期も報告いただきましたん

で、了解しました。保護者の中でちょっと不安の声も出ているみたいなんで、もし

あれやったら町の今の駐車場と、フェンスのある境界ぐらいにＡ４ぐらいで、いつ

いつ整備ができて、いついつから使用開始予定ですみたいな案内をね、ちょっとつ

けておいてあげる方が親切なのかなと思いますんで、お願いできますかね。 

 

その予定につきましては、レイモンドの方と協議して対応を検討してまいりたい

と考えております。 

 

冒頭町長のほうから報告のあった、栗本部長の件なんですけど、今後詳細をつか

んでいただいて対処していただくということで報告はあったんですけど、すでに新

聞報道等で町長のコメントも発表されていますけども、今の時点で町民さんに対し

て町の見解っていうんですかね、コメント等をホームページで掲載する等というこ

とは考えてないですか。 

 

加藤副町長。 

 

町民の皆様につきましても、昨日、町のホームページのほうで事案の発生の内容

と、それと町長のコメントの方発表をさせていただいております。 

 

ほかにございませんか。 中川議長。 

 

今の木澤委員の質問、町長の冒頭の挨拶についてやねんけど、本人の逮捕を受け

て処分については、捜査の流れを見ながらということやねんけど、部長不在のまま

で住民生活部の事業もかなりあるんでね、事業に、部長不在で差支えはないのかと
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委員長 

 

 

 

町 長 

 

委員長 

 

いう点については副町長どうですか。 

 

加藤副町長。 

 

今、おっしゃったとおり、事業の関係についてはこれから特に年度末にかけてい

ろいろ事業がございますので、そういった点については、私のほうで基本的には対

応させていただくというふうに考えております。あとまあ、期間等によりましては

当然、人事異動等も検討する必要がありますので、それは今後の状況も見ながら適

切に対応の方していきたいと考えております。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって、その他については終わります。 

以上をもちまして、本日の審査案件については全て終了しました。 

なお、本日の委員会報告のまとめについては、正副委員長にご一任いただきたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、閉会にあたり、町長の挨拶をお受けします。 

中西町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

これをもって、総務常任委員会を閉会します。 

お疲れさまでした。  

 

（ 午前９時５１分 閉会 ） 
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